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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 朝霞市選挙管理委員会定例会 

開 催 日 時 

令和５年６月１日（木） 

          午前１０時００分から 

午前１０時１５分まで 

開 催 場 所 朝霞市役所 別館４階 選挙管理委員会室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容 

 

別紙のとおり 

 

会 議 資 料 別紙のとおり  

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 ０人 
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朝霞市選挙管理委員会定例会 

令和５年６月１日（木） 

午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 前 １ ０ 時 １ ５ 分 ま で  

朝霞市役所 別館４階 選挙管理委員会室   

 

１ 開会  

２ 委員長あいさつ 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 議題 選挙人名簿関係 

      議案第２７号  選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第２８号  選挙人名簿から抹消することについて 

在外選挙人関係 

議案第２９号  在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第３０号  在外選挙人名簿から抹消することについて 

埼玉県知事選挙関係 

議案第３１号  ポスター掲示場設置の場所の決定について 

議案第３２号  事務従事者の委嘱について 

議案第３３号  登録の移替えの延期を定めることについて 

議案第３４号  開票の日時及び場所の決定について 

５ その他 

６ 閉会 
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出席委員（４人） 

  委   員   長 細 田 昭 司 

  委 員 長 代 理 加 藤 洋 子 

  委       員 金 子 智恵子 

  委       員 藤 井 尚 夫 

────────────────────────────────────────────────── 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局長 堤 田 俊 雄 

事   務   局  選挙管理委員会事務局主幹兼局次長 河 本 幸 雄 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙係長 佐 藤   真 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙主査 三 井 正 規 

  事   務   局  選挙管理委員会事務局選挙主事 齊 藤 竜 馬 

 

資料一覧 

・選挙管理委員会定例会次第 

・議案第２７号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

・議案第２８号 選挙人名簿から抹消することについて 

・令和５年６月１日定時登録概要について 

・投票区別選挙人名簿登録者数等一覧表 

・議案第２９号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

・在外選挙人名簿登録者一覧表 

・議案第３０号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

・在外選挙人名簿抹消者一覧表 

・在外選挙人名簿登録者数、在外選挙人名簿登録者数の推移、近隣市の状況 

・議案第３１号 ポスター掲示場設置の場所の決定について 

・議案第３２号 事務従事者の委嘱について 

・議案第３３号 登録の移替えの延期を定めることについて 

・議案第３４号 開票の日時及び場所の決定について 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会  

◎２ 委員長あいさつ 

○細田委員長 

ただいまから、朝霞市選挙管理委員会定例会を開きます。 

本日はご参集いただきまして、誠にありがとうございます。ご承知のとおり、曽根田晴美委

員が５月３１日に退任されたことに伴いまして、本日付けをもって、藤井尚夫委員が就任され

ました。 

ここで御挨拶をいただきたいと思います。 

○藤井委員 

    ただいま御紹介にあずかりました、朝霞市三原に住んでおります藤井尚夫と申します。年齢

は８１歳です。今まで補充員として、朝霞台出張所の期日前投票等でお世話になりました。今

日から委員ということなので、気の引き締まる思いでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○細田委員長 

  ありがとうございます。それでは委員を紹介させていただきます。 

職務代理の加藤委員です。 

 ○加藤委員 

  加藤です。本町です。よろしくお願いします。 

 ○細田委員長 

  金子委員です。 

 ○金子委員 

  金子です。溝沼です。よろしくお願いします。 

 ○細田委員長 

  私は委員長の細田でございます。どうぞよろしくお願いします。 
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◎３ 会議録署名委員の指名 

○細田委員長 

日程３、会議録署名委員の指名でございます。 

朝霞市選挙管理委員会規程第１８条第２項によりまして、加藤委員、お願いいたします。 

 

◎４ 議題 選挙人名簿関係  

議案第２７号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第２８号 選挙人名簿から抹消することについて 

○細田委員長 

日程４、議題でございます。 

選挙人名簿関係でございます。「議案第２７号 選挙人名簿に登録する者を定めることについ

て」、「議案第２８号 選挙人名簿から抹消することについて」。両案につきましては、関連がご

ざいますので一括議題とさせていただきます。 

それでは提案理由の説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第２７号、選挙人名簿に登録する者を定めることについて。 

公職選挙法第２２条第１項の規定により選挙人名簿に登録する者を、次のとおり定めることに

ついて議決を求める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、５７１人。女、５２９人。計、１，１００人となってございます。 

続きまして、議案第２８号を御説明申し上げます。選挙人名簿から抹消することについて。 

次の者は、公職選挙法第２８条に該当するので選挙人名簿から抹消することについて議決を求

める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、５７７人。女、５４１人。計、１，１１８人となってございます。 
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１枚おめくりください。資料の概要について御説明申し上げます。 

１番の登録につきましては、先ほどの議案第２７号の内容になってございまして、転入が令和

４年１２月３１日から令和５年３月１日の方。年齢要件につきましては、平成１７年４月１１日

から平成１７年６月２日までにお生まれになった方が該当となってございます。 

続きまして２番につきましては、議案第２８号の内容になってございます。 

転出につきましては、令和４年１２月９日から令和５年１月３１日まで。死亡につきまして

は、令和５年４月９日から令和５年６月１日までとなってございます。３番のところですが、市

内転居につきましては、令和５年５月１９日までで処理をさせていただきました。 

４番の選挙権を有する者の１／５０の数、１／６の数、及び１／３の数につきましては、下段

のところにそれぞれ載せてございます。 

裏面を御覧ください。 

今回の定時登録によりまして、男が、５万９，２０２人。女が、５万８，７１８人。合計とし

まして、１１万７，９２０人となってございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

説明が終わりました。 

初めに、議案第２７号につきまして、何か御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（異議なし、の声） 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

議案第２７号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第２７号は、原案のとおり承認されました。 
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次に、議案第２８号につきまして、御質疑ございますか。 

よろしいですか。 

（なし、の声） 

質疑がなければ、質疑なしと認めます。 

これより、採決いたします。 

議案第２８号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第２８号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 在外選挙人関係 

      議案第２９号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 

議案第３０号 在外選挙人名簿から抹消することについて 

○細田委員長 

次に、在外選挙人関係でございます。 

「議案第２９号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて」、「議案第３０号 在外

選挙人名簿から抹消することについて」を議題といたします。両案につきましては、関連がござ

いますので一括議題とさせていただきます。 

直ちに提案理由の説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第２９号、在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて。 

公職選挙法第３０条の６の規定により、在外選挙人名簿に登録する者を次のとおり定めること

について議決を求める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、１人。女、１人。計、２人となってございます。 
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裏面を御覧ください。今回の対象者を載せてございます。 

続きまして、議案第３０号、在外選挙人名簿から抹消することについて。 

次の者は、公職選挙法第３０条の１１に該当するので、在外選挙人名簿から抹消することにつ

いて議決を求める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

男、３人。女、０人。計、３人となってございます。 

裏面を御覧ください。今回の対象者を載せてございます。 

続きまして、今回の在外選挙人についての登録者の概要ですが、男、５１人、女、５１人、

計、１０２人となってございます。 

近隣市の状況につきましては、下段に載せております。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

説明が終わりました。 

初めに、議案第２９号につきまして何か御質疑ございますか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第２９号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第２９号は、原案のとおり承認されました。 

続きまして、議案第３０号につきまして、何か御質疑ございますか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第３０号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 
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御異議なしと認めます。 

よって、議案第３０号は、原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 埼玉県知事選挙関係 

議案第３１号  ポスター掲示場設置の場所の決定について 

○細田委員長 

次に、埼玉県知事選挙関係でございます。 

「議案第３１号 ポスター掲示場設置の場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第３１号、ポスター掲示場設置の場所の決定について。 

令和５年８月６日執行の埼玉県知事選挙における公職選挙法第１４４条の２第１項の規定によ

るポスター掲示場を別紙のとおり設置することについて議決を求める。 

令和５年６月１日提出、朝霞市選挙管理委員会委員長。 

１枚おめくりいただきまして、別紙で投票区、第１投票区から第２３投票区までの１７４か所

の設置箇所について掲載してございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か、御質疑ございますか。よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第３１号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 
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よって、議案第３１号は原案のとおり承認されました。 

 

◎４ 議題 埼玉県知事選挙関係 

議案第３２号 事務従事者の委嘱について 

○細田委員長 

次に、「議案第３２号 事務従事者の委嘱について」を議題といたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第３２号、事務従事者の委嘱について。 

令和５年８月６日執行の埼玉県知事選挙における事務従事者を別紙のとおり委嘱することにつ

いて議決を求める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

１枚おめくりいただきまして、第１投票区から第２３投票区、それから本部の委嘱者を載せて

ございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か、御質疑ございますか。 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第３２号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３２号は原案のとおり承認されました。 
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◎４ 議題 埼玉県知事選挙関係 

議案第３３号 登録の移替えの延期を定めることについて 

○細田委員長 

次に、「議案第３３号 登録の移替えの延期を定めることについて」を議題といたします。説

明をお願いします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第３３号、登録の移替えの延期を定めることについて。 

埼玉県知事の任期が令和５年８月３０日に満了することに伴い、公職選挙法施行令第１７条た

だし書の規定により、朝霞市の選挙人名簿の登録の移替えを次の期間延期することについて議決

を求める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

登録の移替えを延期する期間は、記載のとおりとなってございます。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

何か、質疑ございますか。よろしいですか。 

質疑なければ、質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第３３号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号は原案のとおり承認されました。 
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◎４ 議題 埼玉県知事選挙関係  

議案第３４号 開票の日時及び場所の決定について 

○細田委員長 

次に、「議案第３４号 開票の日時及び場所の決定について」を議題といたします。 

説明をお願いいたします。 

佐藤係長。 

○事務局・佐藤係長 

議案第３４号、開票の日時及び場所の決定について。 

令和５年８月６日執行の埼玉県知事選挙における開票の日時及び場所を次のとおり定めること

について議決を求める。 

令和５年６月１日提出。朝霞市選挙管理委員会委員長。 

開票の日時は令和５年８月６日午後９時を予定してございます。 

場所につきましては、朝霞市立第十小学校を予定してございます。今回につきましては、彩夏

祭と日付が重なっておりますので、いつもの総合体育館から朝霞第十小学校に変更となっており

ます。先日、局長、局次長と私で挨拶に行って参りました。 

以上になります。 

○細田委員長 

ありがとうございました。 

議案第３４号につきまして、質疑ございますか。よろしいですか。 

質疑なければ質疑なしと認めます。 

これより採決いたします。 

議案第３４号につきまして、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

（異議なし、の声） 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号は原案のとおり承認されました。 

 



- 13 - 

 

◎５ その他 

○細田委員長 

次に、日程第５「その他」でございます。 

委員の方から、何かございますか。よろしいですか。 

事務局から、何かございますか。 

○事務局・佐藤係長 

ございません。 

 

◎６ 閉会 

○細田委員長 

それでは、以上をもちまして、朝霞市選挙管理委員会定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

           委員長                       

 

           委 員                       

 

 

 

 

   


